
社会福祉審議会条例制定前後の会議体比較

委員数 任期

（仮称）青梅市社会福祉審議会

青梅市成年後見制度利用促進審議会 

青梅市成年後見制度利用促進審議会条
例（令和５年条例第６号）
【成年後見制度の利用の促進に関する
法律第14条第2項】

(１) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(２) 法第14条第１項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する
施策についての基本的な計画の策定に関すること。
(３) 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況についての
点検、評価または助言に関すること。

(１) 学識経験または専門的知識を有する者
(２) 医師
(３) 福祉関係者
(４) 市民

8人以内
R5.4.1～
R7.3.31

成年後見制度利用促進基本計画【成年後見制度の利
用の促進に関する法律第14条第1項】

廃止

青梅市介護保険運営委員会
青梅市介護保険条例(平成12年条例第
24号)第11条

(１) 介護保険事業計画および高齢者保健福祉計画の円滑な実施に関
すること。
(２) 介護保険事業計画および高齢者保健福祉計画の策定に関するこ
と。
(３) 地域包括支援センターの設置、運営、評価等に関すること。
(４) 地域密着型サービスの指定、運営、評価等に関すること。
(５) その他介護保険の運営等に関し市長が必要と認める事項

(１) 被保険者の代表 ４人
(２) 事業者の代表 ４人
(３) 学識経験者 ５人以内

13人以内
R5.4.28～
R7.3.31

高齢者保健福祉計画【老人福祉法第20条の8】
介護保険事業計画【介護保険法第117条】
認知症施策推進計画【共生社会の実現を推進するた
めの認知症基本法第13条】

（仮称）高齢者部会 一部改正

青梅市障害者地域自立支援協議会
青梅市障害者地域自立支援協議会設置
要綱（平成20年９月24日実施）
【障害者総合支援法第89条の3】

(１) 分野を越えた地域のネットワーク（顔と顔が見える関係）づく
りに関すること。
(２) 障害のある人または支援する機関等が抱える潜在化した問題を
顕在化させることで、見えてくる困難な課題への対応の在り方に関す
ること。
(３) 障害者計画の実施状況の検証および評価に関すること。
(４) 中立性、公平性を確保しつつ、相談支援事業の有効性や問題点
を評価すること。
(５) 障害のある人およびその家族を支える地域における制度や仕組
み等支援の連携に関すること。
(６) 社会資源の開発および改善に関すること。
(７) その他協議会において必要と認めること。

(１) 指定相談支援事業者
(２) 指定障害福祉サービス事業者
(３) 保健、医療関係者
(４) 教育関係者
(５) 障害当事者および家族の代表
(６) 民生児童委員の代表
(７) 商工団体の代表
(８) 青梅市社会福祉協議会の代表
(９) 学識経験者
(10) その他青梅市長が必要と認める者

20人以内
R6.4.1～
R8.3.31

障害者計画等検討委員会
青梅市障害者計画等検討委員会設置要
綱 （令和５年６月22日実施）

障害者計画等の策定に関し、必要な事項を検討

(１) 保健・医療関係者
(２) 学識経験者
(３) 障害当事者または家族
(４) 指定障害福祉サービス事業者
(５) 民生・児童委員
(６) 学校教育関係者
(７) 青梅市障害者地域自立支援協議会の代表

13人以内
R5.9.1～
R6.3.31

廃止済

青梅市子ども・子育て会議 

青梅市子ども・子育て会議条例（平成
25年条例第23号）
【子ども・子育て支援法第61条第1
項】

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(３) 青梅市が定める子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に
関し必要な事項および当該施策の実施状況に関すること。

(１) 学識経験者 １人
(２) 子どもの保護者 ２人以内
(３) 事業主を代表する者 １人
(４) 労働者を代表する者 １人
(５) 子育て支援に関する事業に関係する者 
７人以内

12人以内
R5.4.1～
R7.3.31

子ども・子育て支援事業計画【子ども・子育て支援
法第61条第1項】

（仮称）こども部会

現  行 条例制定後・案

会議体名称
 設置根拠例規

 【 】内は設置根拠法令
所掌事項 委員

所管計画名称
【 】内は設置根拠法令

会議体名称
現行例規
の改廃

青梅市地域共生社会推進会議
青梅市地域共生社会推進会議設置要綱
(令和５年４月１日実施)
【社会福祉法第107条第2項】

(１) 計画の策定および変更に関すること。
(２) 計画の進捗状況の把握に関すること。
(３) 計画の評価および見直しに関すること。
(４) その他計画の推進に関し青梅市長が必要と認める事項に関する
こと。
※計画＝青梅市地域福祉計画等

(１) 学識経験者
(２) 市民
(３) 地域福祉団体の代表者
(４) その他市長が必要と認める者

12人以内
R5.4.1～
R7.3.31

地域福祉計画【社会福祉法第107条第1項】
重層的支援体制整備事業計画【社会福祉法第106条
の5】
再犯防止推進計画【再犯の防止等の推進に関する法
律第8条第1項】

廃止

（仮称）地域福祉部会 

障害者計画【障害者基本法第11条第3項】
障害福祉計画【障害者総合支援法第88条】
障害児福祉計画【児童福祉法第33条の20】

（仮称）障がい者部会


